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郵
政
民
営
化
法
等
の
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
の
度
、
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
が
成
立
し
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
郵

政
民
営
化
に
つ
い
て
、
事
業
の
現
状
を
踏
ま
え
た
現
実
的
な
見
直
し
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
郵
政
事
業
の

現
状
及
び
、
本
法
律
に
よ
る
関
係
法
律
の
改
正
の
趣
旨
に
つ
い
て
確
認
の
為
、
以
下
四
十
三
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

郵
政
事
業
の
現
状
に
つ
い
て

�

平
成
二
十
二
年
度
の
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
各
社
の
決
算
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
係
る
損
失
と
し
て
計
上

さ
れ
た
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
伺
う
。

�

郵
便
事
業
株
式
会
社
の
社
員
数
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
は
、
前
年
比
正
社
員
で
五
千
六
百
二
十
五
人
の
増
、

非
正
規
社
員
で
五
千
七
百
二
人
の
増
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
社
員
化
に
よ
る
も
の
と
Ｊ
Ｐ
エ
ク
ス
プ
レ
ス
か
ら
の
移
籍
に

よ
る
も
の
に
分
け
て
、
内
訳
を
伺
う
。

�

取
扱
物
数
の
減
少
傾
向
が
否
め
な
い
中
で
は
あ
る
が
、
郵
便
事
業
の
維
持
発
展
の
た
め
に
は
新
た
な
商
品
開
発
が
欠
か

せ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
最
近
好
調
な
「
ゆ
う
メ
ー
ル
」
を
含
め
、
取
り
組
み
の
現
状
を
伺
う
。

�

簡
易
郵
便
局
の
閉
鎖
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
末
の
四
百
五
十
四
か
ら
二
十
四
年
三
月
末
に
は
二
百
二
十

一



八
局
（
震
災
一
時
閉
鎖
の
二
十
九
局
含
む
。
）
へ
と
減
少
し
て
い
る
が
、
内
閣
と
し
て
の
今
後
の
方
針
を
伺
う
。

�

簡
易
郵
便
局
の
閉
鎖
状
況
に
つ
い
て
過
疎
地
な
ど
、
と
か
く
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
づ
ら
い
地
域
へ
の
対
応
は
ど
の
程
度
改

善
し
て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
。

�

昨
年
春
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
委
託
を
受
け
た
年
金
加
入
記
録
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
二
百
四
局
で
試
行
実
施
し
、
本

年
一
月
ま
で
で
百
八
十
三
件
の
利
用
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
直
近
の
時
点
の
数
を
伺
う
。
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

業
務
受
託
に
伴
う
社
員
教
育
や
広
報
等
の
準
備
に
も
見
え
な
い
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
、
平
成
二
十

四
年
度
の
契
約
方
針
を
伺
う
。

�

郵
便
局
に
は
、
引
き
続
き
地
域
に
親
し
ま
れ
る
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー

プ
に
お
け
る
今
後
の
取
り
組
み
方
針
を
伺
う
。

�

一
面
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
郵
便
局
の
新
規
業
務
は
な
か
な
か
良
い
案
件
が
な
い
よ
う
に
も
思
う

が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

郵
便
局
事
業
の
収
益
性
の
維
持
・
向
上
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

��

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
お
い
て
は
、
資
金
の
運
用
の
太
宗
は
国
債
（
平
成
二
十
二
年
度
末
百
四
十
六
	
四
兆

二



円
）
・
地
方
債
（
五
�
七
兆
円
）
と
な
っ
て
い
る
中
、
社
債
（
十
二
�
八
兆
円
）
、
証
書
貸
付
（
四
�
〇
兆
円
）
の
運
用

決
定
に
際
し
、
リ
ス
ク
審
査
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

��

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
平
成
二
十
三
年
三
月
期
の
自
己
資
本
比
率
が
七
十
四
�
八
二
％
と
約
十
七
ポ
イ
ン
ト
低
下

し
た
原
因
は
、
保
有
外
国
証
券
の
残
高
増
に
よ
る
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
、
運
用
先
を
多
様
化
し
て
い
く
考
え

か
、
伺
う
。

��

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
期
に
金
銭
信
託
に
係
る
株
式
の
下
落
に
よ
り
、
百
九
十
六
億
五
千

万
円
の
減
損
処
理
を
行
っ
た
が
、
今
後
、
円
高
や
欧
州
等
の
財
政
危
機
に
よ
る
影
響
は
生
じ
な
い
の
か
、
確
認
す
る
。

��

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
に
全
銀
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し

て
い
る
が
、
本
シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
方
針
を
伺
う
。

二

郵
政
民
営
化
法
の
改
正
に
つ
い
て

�

今
次
改
正
に
よ
る
郵
政
事
業
運
営
の
改
善
の
主
眼
点
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
を
確
認
す
る
。

�

法
第
一
条
に
規
定
す
る
「
郵
政
事
業
（
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
郵
便
局
に
お
い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
、
及
び
郵
便
局
を

活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
事
業
）
」
の
具
体
的
な
内
容
を
伺
う
。

三



�

法
第
一
条
の
改
正
に
よ
り
「
郵
政
民
営
化
」
の
定
義
、
ま
た
、
法
の
目
的
は
変
わ
っ
た
の
か
、
確
認
す
る
。

�

法
第
六
条
の
二
に
よ
る
郵
便
事
業
株
式
会
社
と
郵
便
局
株
式
会
社
の
合
併
に
よ
り
、
国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
面
で

期
待
さ
れ
る
効
果
を
伺
う
。

�

シ
ス
テ
ム
統
合
等
の
二
社
の
合
併
コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
か
。
ま
た
、
合
併
の
時
期
と
な
る
本
法
の
施
行
日
（
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
）
は
い
つ
頃
を
考
え
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

�

合
併
に
よ
り
、
概
ね
十
万
人
規
模
の
二
社
が
一
社
と
な
っ
て
、
二
十
万
人
規
模
の
新
会
社
と
な
る
が
、
企
業
統
治
を
ど

の
よ
う
に
担
保
す
る
の
か
、
伺
う
。

�

内
閣
が
志
向
し
て
き
た
「
総
合
担
務
」
の
実
現
に
つ
い
て
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
下
で
の
可
能
性
を
伺
う
。

�

金
融
・
保
険
業
務
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
「
総
合
担
務
」
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

法
第
七
条
の
二
の
「
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
公
平
に
利
用
で
き
る
」
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
し
て
、

「
郵
便
の
役
務
、
簡
易
な
貯
蓄
、
送
金
及
び
債
権
債
務
の
決
済
の
役
務
」
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
簡
易
に

利
用
で
き
る
生
命
保
険
の
役
務
」
に
つ
い
て
は
、
真
に
必
要
な
の
か
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内
閣
の
見
解
を
確
認

四



す
る
。

��

先
に
菅
内
閣
は
、
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
二
七
号
に
お
い
て
、
「
世
界
各
国
に
お
い
て
、
銀
行
業
務
及
び
保
険
業
務
で

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
が
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
例
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
現
時
点
で

も
変
わ
ら
な
い
か
、
確
認
す
る
。
な
ぜ
我
が
国
だ
け
が
特
別
な
制
度
を
志
向
す
る
の
か
、
見
解
を
伺
う
。

��

逆
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
、
銀
行
会
社
や
保
険
会
社
の
自
由
度
を
奪
う
危
険
は
な
い
の

か
、
内
閣
の
見
解
を
確
認
す
る
。

��

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
を
、
銀
行
業
務
・
保
険
業
務
に
ま
で
拡
大
し
た
が
、
こ
の
新
た
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
コ
ス
ト
は
全
て
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
が
負
う
の
か
、
法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
国
が
財

政
上
の
支
援
を
行
う
の
か
伺
う
。

��

法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
に
よ
り
、
郵
政
民
営
化
委
員
会
の
事
務
は
、
三
年
ご
と
に
郵
政
民
営
化
の
進
捗
に

つ
い
て
総
合
的
な
「
見
直
し
」
か
ら
「
検
証
」
を
行
う
こ
と
に
変
わ
る
が
、
具
体
的
な
変
化
を
伺
う
。

��

法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
郵
政
民
営
化
推
進
本
部
及
び
郵
政
民
営
化
委
員
会
の
設
置
期
限
は
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十

日
か
ら
「
移
行
期
間
の
末
日
」
に
変
更
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
取
り
扱
い
を
伺
う
。

五



三

日
本
郵
政
株
式
会
社
法
の
改
正
等
に
つ
い
て

�

社
会
・
地
域
貢
献
基
金
は
廃
止
さ
れ
る
が
、
現
状
、
残
高
は
幾
ら
か
、
確
認
す
る
。
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
な
取
り
扱

い
と
な
る
の
か
、
伺
う
。

�

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
（
以
下
、
こ
の
項
に
て
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
総
務
大
臣
に
提
出

す
べ
き
「
会
社
の
財
産
、
損
益
又
は
業
務
の
状
況
を
示
す
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
」
の
内
容
を
伺
う
。

�

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
会
社
が
公
表
す
べ
き
「
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
」
の
内
容
を
伺
う
。

�

法
附
則
第
二
条
の
改
正
に
よ
り
、
会
社
は
、
本
来
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
、
「
当
分
の
間
」
、
貯
金
・
簡

保
関
連
施
設
（
メ
ル
パ
ル
ク
・
か
ん
ぽ
の
宿
）
の
「
運
営
又
は
管
理
」
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い

て
政
府
の
認
識
を
伺
う
。

�

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
業
務
と
な
る
銀
行
窓
口
業
務
及
び
保
険
窓
口
業
務
に
つ
い
て
、
銀
行
代
理
業
及
び
保
険
会
社
の

事
務
代
行
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
制
限
さ
れ
る
役
務
の
内
容
を
伺
う
。

�

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
が
、
郵
便
貯
金
管
理
業
務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
の
一

部
を
「
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
、
「
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
義
務
化
し
た
理
由
に
つ

六



い
て
政
府
の
認
識
を
伺
う
。

四

そ
の
他

�

先
に
菅
内
閣
は
、
「
郵
政
事
業
の
経
営
基
盤
が
脆
弱
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
内

閣
の
認
識
及
び
「
脆
弱
性
」
の
具
体
的
な
内
容
を
伺
う
。

�

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
、
「
政
府
に
お
け
る
財
政
上
の
支
援
は
行
わ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
料
（
番
号
当
り
月
七
円
）
の
例
も
あ
る
中
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
民
営
化
（
昭
和
六
十
年
）
・
分
割
（
平
成
十
一
年
）
は
、
Ｉ
Ｔ
社
会
の
到
来
と
相
ま
っ
て
大
き
な
成
果
を
挙

げ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
、
郵
便
事
業
の
将
来
性
に
つ
い
て
、
内
閣
と
し
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
れ

ば
示
さ
れ
た
い
。

�

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
市
町
村
の
指
定
金
融
機
関
に
つ
い
て
、
郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関
が

存
在
し
な
い
自
治
体
で
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
指
定
金
融
機
関
と
で
き
る
よ
う
に
、
特
例
を
設
け
て
は
と
思
料
す
る
が
、

内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
、
審
査
機
能
の
観
点
か
ら
、
市
中
銀
行
と
同
じ
方
向
を
目
指
す
こ
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と
は
容
易
で
な
く
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
な
い
の
で
は
と
思
料
す
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険
と
市
中
保
険
会
社
と
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

�

今
回
の
郵
政
民
営
化
法
の
改
正
に
関
連
し
て
、
内
閣
府
の
石
田
副
大
臣
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
一
日
の
衆
議
院
郵

政
改
革
特
別
委
員
会
で
、
米
国
通
商
代
表
部
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
交
渉
参
加
に
つ
い
て
簡
易
保
険
の
取
り
扱
い
に
懸
念
を
示
し
て

お
り
、
改
め
て
し
か
る
べ
き
時
期
に
改
正
内
容
を
説
明
す
る
旨
、
答
弁
し
た
が
、
今
後
の
進
め
方
を
伺
う
。

�

平
成
二
十
二
年
五
月
の
総
務
省
「
日
本
郵
政
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
調
査
専
門
委
員
会
報
告
書
」
等
に
お
い
て
、
日
本
郵
政

株
式
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
脆
弱
性
が
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
内
閣
と
し
て
の
認
識
を
伺

う
。

�

平
成
二
十
年
二
月
に
日
本
郵
政
株
式
会
社
と
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
と
の
間
で
、
両
社
の
総
合
的
提
携
が
合
意
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
後
の
具
体
的
な
展
開
と
今
後
の
方
針
を
伺
う
。

��

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
内
閣
提
出
の
郵
政
改
革
法
案
（
施
行
後
三
年
後

に
解
散
に
つ
い
て
検
討
。
）
の
撤
回
に
よ
り
、
取
り
扱
い
が
定
ま
ら
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
の
方
針
を
伺

う
。

八



右
質
問
す
る
。

九


